第２号様式（第７条関係）
（表）
誓約書

１　私は、武蔵村山市低所得世帯向けエアコン設置緊急支援事業補助金交付要綱第３条に規定する補助対象者に該当します。補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主です。
⑴　令和７年度分又は令和８年度分の市町村民税が課されていない者（市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。）又は市町村民税の均等割のみが課されている者で構成される世帯
⑵　令和７年４月１日から令和８年９月３０日までの間に児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けた者及びその支給に係る児童を含む世帯
※　配偶者からの暴力等を理由に市内に避難している者であって、武蔵村山市長が⑴又は⑵の世帯相当の世帯に該当すると認めたときは、その者も補助対象者となります。

～上記に該当する場合でも、①から③までに該当する世帯の世帯主は補助対象外です～
①　生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人支援法による支援給付の受給世帯
②　租税条約による免除の適用の届出によって、市町村民税が免除されている者を含む世帯
③　市町村民税所得割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
















２　私が申請するエアコンは、武蔵村山市低所得世帯向けエアコン設置緊急支援事業補助金交付要綱第４条に規定する補助対象エアコンに該当します。
補助対象エアコンは、次の各号のいずれにも該当するエアコンです。なお、補助対象エアコンは１世帯につき１台です。
⑴　令和８年４月１日から同年１０月３１日までの間に購入し、かつ、当該補助対象者の居住する市内の住宅に設置したエアコン
⑵　壁又は窓枠に固定して設置したエアコン（住宅の構造等を理由に壁又は窓枠に固定して設置することが困難であると市長が認める場合を除く。）
⑶　事業の用に供しないエアコン








３　私は、武蔵村山市が補助金の交付に当たり必要と認めたときは、市が行う補助対象エアコンの設置状況に関する実地調査に協力します。

４　私が提出した申請書及び添付書類の内容に虚偽の内容はありません。万が一、その内容に虚偽の事実が判明し、このことに伴い、補助要件に該当しなくなったとき又は補助金の超過受給等が発生しているときは、補助金の一部又は全部を速やかに返還します。

（裏面に続きます。）（日本産業規格Ａ列４番）

（裏）

５　私は、補助金を活用して設置したエアコンを最善の注意をもって使用し、維持管理するとともに、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しません。

【以下については賃貸物件に居住する方のみ御確認ください。】
６　私は、補助対象エアコンの設置工事に当たり、居住する物件に影響を及ぼす施工（例:穴の開口、配線工事等）について原状回復義務を負います。

７　補助対象エアコンの設置及び使用に伴う問題（故障・トラブル等）が発生したときは、私が責任を持って対応します。ただし、保険適用等がある場合を除きます。


	　　　年　　月　　日　　

武蔵村山市長　殿

　私は、武蔵村山市低所得世帯向けエアコン設置緊急支援事業補助金の認定申請に当たり、上記について確認し、その内容について誓約します。

（申請者）署名又は記名押印：　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　




